
福 井 市 監 査 告 示 第 ２ ４ 号  

 令 和 ４ 年 １ １ 月 ２ 日 付 け 監 査 告 示 第 ２ １ 号 に て 公 表 し た 監 査 の 結 果 に

関 す る 報 告 に つ い て 、 福 井 市 長 か ら 措 置 を 講 じ た 旨 の 通 知 を 受 け た の

で 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 １ ９ ９ 条 第 １ ４ 項 の 規 定

に よ り 次 の と お り 公 表 す る 。  

  令 和 ４ 年 １ ２ 月 ２ ７ 日  

 

福 井 市 監 査 委 員  谷  川  秀  男  

              福 井 市 監 査 委 員  浅  野  信  也  

福 井 市 監 査 委 員  八  田  一  以  

福 井 市 監 査 委 員  福  野  大  輔  
 

１  監 査 の 種 類         定 期 監 査 （ 所 属 別 定 期 監 査 ）  

２  措 置 を 講 じ た 部 局 等     総 務 部  未 来 づ く り 推 進 局  新 幹 線 プ

ロ モ ー シ ョ ン 課  

３  措 置 通 知 を 収 受 し た 年 月 日  令 和 ４ 年 １ １ 月 ２ ４ 日  

４  措 置 内 容  
 

     指 摘 事 項        措 置 内 容  

令 和 ３ 年 度 に 新 幹 線 プ ロ モ ー

シ ョ ン 課 が 実 施 し た 北 陸 新 幹 線

福 井 開 業 ２ 年 前 「 福 い い ネ ！ 」

イ ベ ン ト に つ い て 、 補 助 申 請 は

国 庫 補 助 を 取 り ま と め て い る 別

所 属 が 行 っ た 。  

し か し 、 取 り ま と め の 所 属 か

ら の 指 摘 に よ り 、 補 助 の 一 部 が

、 国 庫 補 助 の 対 象 外 と な る お そ

れ が あ る こ と が 分 か っ た 。 当 該  

補 助 業 務 に お け る 実 施 体 制 を 今 一

度 見 直 し 、 確 実 に 業 務 を 行 う た め 、

職 員 間 の チ ェ ッ ク 体 制 の 強 化 に つ い

て 、 課 内 全 職 員 に 徹 底 を 指 示 し た 。  

今 後 は 、 新 た に 作 成 し た 「 補 助 金

確 認 シ ー ト 」 を 活 用 し な が ら 、 補 助

要 綱 の 適 合 性 を 十 分 に 精 査 す る と と

も に 、 予 算 要 求 時 や 年 度 当 初 、 事 業

執 行 時 な ど 様 々 な タ イ ミ ン グ に お い

て 担 当 所 属 と の 協 議 を 密 に 行 い 、 ス  



  経 費 に つ い て は 、 新 幹 線 プ ロ モ

ー シ ョ ン 課 が 当 初 か ら 県 補 助 と

し て 申 請 を し て い れ ば 補 助 対 象

と な る 経 費 で あ っ た が 、 事 業 着

手 後 で あ る た め に 県 補 助 も 受 け

る こ と が で き な く な っ た 。  

今 後 は 、 予 算 要 求 時 、 執 行 時

な ど に 国 庫 補 助 を 取 り ま と め る

所 属 と の 連 絡 を 密 に 行 い 、 事 前

に 補 助 要 綱 等 へ の 適 合 性 を 十 分

に 検 討 さ れ た い 。  

ケ ジ ュ ー ル 管 理 や 進 捗 状 況 を 可 視 化

し 、 複 数 の 職 員 で 確 認 す る こ と で 、

再 発 防 止 に 努 め て い く 。  

 

 


